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不妊症に関する自費手術のお取扱いについて 

 

 

当社医療保険の約款では、手術給付金の支払要件の１つとして、「公的医療保険制度に基づ

く医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術」としております。 

不妊症に関する手術のうち、被保険者様の年齢や回数要件により自費治療となった手術に

つきましても、従来は手術給付金のお支払いの対象としておりましたが、今般、約款に照ら

して本来お支払いの対象とすべきか検討した結果、当該手術につきましては公的医療保険制

度において手術料の算定対象とならないため、2026 年 1 月 13 日以降の手術実施分より、お

支払いの対象外とする取扱いに変更いたしました。 

変更後のお取扱いにつきましては、当該変更に合わせて当社ホームページの FAQ（よくあ

るご質問）に掲載しておりますが、その後、複数のお客様からお問合せがございましたので

改めてお知らせいたします。 
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